
基労発 0316第 1号

平成 23年3月 16日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

「徴収関係事務取扱手引 I (徴収・収納)Jの改訂について

労働保険料の徴収・収納に関する事務については、「徴収関係事務取扱手引 I

(徴収・収納)Jの改訂について(平成 20年 3月 31日基発第 0331008号)の別

添により取り扱ってきたところであるが、今般、本手引を別添のとおり A 部改

訂し、平成 23年 4月 1日より適用することとした。その内容は下記のとおり

であるので、今後の事務処理に遺漏なきょう期されたい。

なお、 531]添2のとおり新旧対照表を送付するので参照されたい。

記

1 収入官吏の任免の手続について、所掌する事務の範囲を記載した書面を交

付する方法を追加するとともに、収入様式第 1号を改訂したこと。

2 納付受託証書の記入方法について、主任収入官吏の押印方法として私印の

押印を追加したこと。

3 小切手受払簿の検査について、毎日行うこととしたこと。



(日11添)

第2章第 1節第2の2を次のように改正する。

2 任免の手続

労働局長は、収入官吏を任免しようとするときは、所掌する事務の範囲

を記載した書面を交付する方法又は収入官吏等命免簿(収入様式第 1号)

による方法により行い、収入官吏等証票を交付する(会計法 39、予決令

111、 140、厚生労働省所管会計事務取扱規程 29②)。

第 2章第 1節第6の4 (1)を次のように改正する。

(1)収入官吏等証票の交付、亡失、き損又は汚損により再交付するとき又

は人事異動又は退職によって返納するときは、所掌する事務の範囲を記載

した書面を交付する方法により任免している場合は収入官吏等証票交付簿

(任意様式)を作成の上、年月日、氏名、証票番号、経過等を明らかにし

ておくこととし、収入官吏等命免簿(収入様式第 1号)により任免してい

る場合は命免簿の「備考」欄に経過を明らかにしておくこと。

第2章第3節第 1の8 (1)⑪ノ、中「官印」の次に「又は私印」を加える。

第2章第7節第 1の3 (2)中「小切手等の受払の都度」を「毎日」に改める。

様式中収入様式第 1号を別紙のとおり改める。



(収入様式第1号)

収入官吏等命免簿

00労働局

職務は、
の定めるところにより、下記のとおりとする。

を命ずる。

「
H
U==ロ

(事務の範囲)

00労働局長 印

任命事項 解任事項
備考

年月日 官名 氏名 EP 証票番号 年月日 Ep 

主任収入官吏

23.4.1 厚生労働事務官 00 00 0000 徴収職員

主任畠入歳出外

現金出納官吏

分怪収入官室

23.4.1 厚生労働事務官 ムムムム 0000 徴収職員
分任歳入揖出外

f 現金出納官吏

、

400 (23. 3) 



(別添 2)
徴収関係事務取扱手引 1 (徴収・収納) 新旧対照表

改正後 | 改正前

目次(略)

第 1章(略)

第 2章収 納
第 1節収入官吏

第 1 (略)
第2 収入官吏の任免

1 (略)
2 任免の手続

労働局長は、収入官吏を任免しようとするときは、盟主主
る事務の範囲を記載した書面を交付する方法型主収入官吏等
命免簿(収入様式第1号)による方法により行い、収入官吏
等証票を交付する(会計法39、予決令111、140、星生堂盤l釜
所管会計事務取扱規程29②)。

第 3~第 5 (略)
第6 収入官吏の証票

1~3 略)
4 収入官吏等証票の管理
(1)収入官吏等証票の交付、亡失、き損又は汚損により再交付

するとき又は人事異動又は退職によって返納するときは、
所掌する事務の範囲を記載した書面を交付する方法によ
り任免している場合は収入官吏等証票交付簿(任意様式)
を作成の上、年月日、氏名、証票番号、終過等を明らかに
しておくこととし、収入官吏等命免簿(収入様式第 1号)
により任免している場合は命免簿の「備考」欄にその経過
を明らかにしておくこと。

(2) ~ (3) (略)
5 略)

第 7~第 9 (略)
第 2節( 略)
第3節納付委託

第 1 納付委託
1~7 略)
8 納付受託証書の記入方法

(1)納付受託証書は、 3枚同時複写となっており、第 1片は原

日次(略)

第 1章(略)

第 2章収納
第 1節収 入官吏

第 1 (略)
第2 収入官吏の任免

1 (略)
2 任免の手続

労働局長は、収入官吏を任免しようとするときは、書面を交
付する方法ζ金主収入官吏等命免簿(収入様式第 1号)によ
り行い、収入官吏等証票を交付する(会計法39、予決令111、
140)。

第 3~第 5 (略)
第6 収入官吏の証票

1~3 略)
4 収入官吏等証禁の管理
([)収入官吏等証票の交付、亡失、き損又は汚損により再交付

するとき又は人事異動又は退職によって返納するときは、
収入官吏等命免簿(収入様式第1号)の「備考」欄にその
経過を明らかにしておくこと。

(2) ~ (3) (略)
5 略)

第 7~第 9 略)
第 2節(略)

第3節納付委託
第 l 納付委託

1~7 略)
8 納付受託証書の記入方法

(1)納付受託証書は、 3枚同時複写となっており、第 1片は原



符、第2片は納付受託証書報告書(労働保険徴収主務課長に
報告)、第3片は納付受託証書(委託者に交付するもの)
で、各欄の記入方法は次のとおりである。

①~⑩(略)
⑪ 納付受託証書に記載する官職氏名及び押印は次による。

イ~ロ(略)
ハ 主任収入官吏は官印三些盆盟、分{壬収入官吏は私印を

押印するo

⑫(略)
(2) (略)

9 (略)
第 2 (略)

第3節~第6節(略)
第 7節歳入歳出外現金出納官吏の帳簿・検査

第 1 歳入歳出外現金出納官吏の帳簿
1 ~ 2 (略)
3 小切手等受払簿
(1)略)
(2)小切手等受払簿は、盆旦、この受払簿と小切手帳及び困庫

金振替書とを同時に点検し、受領枚数、振出枚
数、廃棄枚数等を確認する。(小切手振出程13、15)

(3) (略)
第 2 (略)

第8節~第9節(略)
第3章(略)

様式

収入様式第 1号

符、第2片は納付受託証書報告書(労働保険}頭取至言語課長に
報告)、第3片は納付受託証書(委託者に交付するもの)
で、各欄の記入方法は次のとおりである。
①~⑬(略)
⑪ 納付受託証書に記載する官職氏名及び押印は次による。

イ~ロ(略)
ハ 主任収入官吏は官印、分任収入官吏は私印を押印す

る。
⑫(略)

(2) (略)
9 略)

第 2 (略)

第3節~第6節(略)
第7節歳入歳出外現金出納官吏の帳簿・検査

第 1 歳入歳出外現金出納官吏のI帳簿
1 ~ 2 (略)
3 小切手等受払簿

(1)略)
(2)小切手等受払簿は、小切手等の受払の都度、この受払簿と

小切手長及び国庫金振替書とを同時に点検し、受領枚数、
振出枚数、廃棄枚数等を確認する。(小切手振出程13、
15) 

(3) (略)
第 2 略)

第8節~第 9節
第3章(略)

(略)

様式

収入様式第 l号
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【収入様式第1号》

収入官吏等命免簿
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